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第 9回歴史文化をめぐる地域連携協議会神戸大学 2011.1.30

住民の地域づくりを支える文化財行政の展開

坂井秀弥(奈良大学文化財学科)

1 文化財行政と地域史研究

「考古学」と「古代史J0 新潟県教委で縄文時代から中世までの遺跡調査担当 O

-地域に根ざす遺跡調査から見える、現代につながる歴史・文化。地域史の重要性

2. 文化財のあり方

1 )文化財の二面性

0文化財(遺跡)は、①文化財(国民の財産)、②学術資料の 2つの側面をもっ。

0行政目的の発掘調査は、文化財保護を目的としたもので、学術研究を目的として行

われるわけではない。しかし、両者は法律上も、表裏一体の関係にある。

・文化財保護法における史跡の定義(第 2条)は、「貝づか、古墳、途上後、城跡、

旧宅その他の遺跡でわが国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの」

-考古学等の学術研究は文化財の内容・価値を明らかにするために不可欠のもの。

01文化財保護法」における文化財の定義(第 3条)

①「わが国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことができないものj

②「将来の文化の向上発展の基礎をなすもの」

2)文化財の特性

O文化財は過去の人々の営為を伝えるものということの重視。

-自分と「文化財」のつながりに関心がある O 郷土への愛着と誇り O

①奈良大学通信教育部の卒論テーマ

21年度:161人の 7割以上が地域の歴史文化に関すること

②保存された青森県三内丸山遺跡と残らなかった北海道中野B遺跡

・外からの視点、をもっ保護運動のリーダー(石見銀山・輔の浦など)

-文化財 (culturalproperties) より遺産 (heritage 伝承・伝世物)

O法令で定める文化財の範囲はきわめて狭い(埋蔵文化財のみかなり広し、)0 

-人びとが大切で遺したい、伝えたいと思いものは「文化財」のごく一部。

3. 日本の文化財行政の特性と課題

1 )埋蔵文化財主体の体制

・全都道府県と 2/3の市町村に専門職員が配置。世界に類を見ない体制。

-専門職員は埋蔵文化財担当(おもに考古学専攻)中心で、他の分野はまれ0

.埋蔵文化財専門職員が文化財の全分野を担当することになる O

2)郷土意識と埋蔵文化財

・国民の奈良・京都中心史観と、その表裏をなす「郷土」に対する劣等感0

.歴史の古さによる郷土の正統性を重視する傾向。
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-埋蔵文化財重視の背景、建造物における創建時の重視

-国指定史跡であっても市町村を中心とした地域が保存管理を担う仕組み。

3) 埋蔵文化財の特性と現体制の課題

0考古学・文献などからみた現在の地域社会の成り立ち

・現集落は中世後期、都市は近世初期に成立するものが多いと考えられる O

-現代につながる歴史において、近世以降の比重は重い。

0埋蔵文化財は中世以前が主体、廃絶・埋没した様態、基本的に有形0

・近世以降の時代に対する意識が弱くなりがちで、歴史が現代につながらない。

O文化財行政の目的は文化財の保存活用により国民・住民の生活を豊かにすること。

-地域主体、住民本位の地域づくりのためには、文化財行政は埋蔵文化財以外の

多様な文化財を総合的に保存・活用することが重要。

-住民が生涯にわたり文化財と触れ合うことができる、地域における生活の構築が

求められる。都市計画を含む地域づくりにつながるものである。

4 地域住民と行政の連携

1 )住民による地域調査

0岩手県地元学の集落点検

-住民自らが集落を調査する O →歴史文化基本構想の調査にもみられる O

2)住民による遺跡の保存活用

0滋賀県大津市の源内峠遺跡復元委員会

-活動に対して大津市が補助金の支援

0守山市史跡下之郷遺跡の「じいちゃんず」

-弥生時代の史跡の地元住民による活用事業(機械化以前の稲作学習等)

3)行政のしくみづくり(現代の生活空間を対象にした保護制度)

0伝統的建造物群、登録有形文化財、登録記念物

O文化的景観の保護制度創設(棚田・里山から産業・都市まで)

O文化庁「歴史文化基本構想、」

-歴史まちづくりにつなげる地域の文化財の総合的把握と保存・活用計画

。歴史まちづくり法(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)

・国交省・文科省・農水省の共管(文化財、都市計画・建設等の連携不可欠)

4)太宰府市の市民遺産と景観・歴史まちづくり計画

O市民が大切だと思うものを市民遺産に認定し、景観法・歴史まちづくり法を

組み込む制度。すでに条例制定し、平成 23年度から施行。

5)住民・専門家・行政の三位一体の重要性

・文化財は国民の財産であり、文化財の思恵を受けるべき者は国民・住民。

・国民・住民が文化財の思恵を感じてこそ、文化財の大切さを知ることにより、よ

りよく守り伝えることが可能となる。

・そのためには、専門家(学術的支援)、行政(制度・財政的支援)が住民と一

体となって推進することが最も重要である O

-行政の専門担当職員は専門家と行政の二つの立場をもっO
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《第一務》

1) 祭主主近代美緑豊彦 襲警主義受衿終始

三; 総会玄言主 総会均会 委変本 2表代
:3 ) 

品〉 三雲芸懇談後

と第からさ学ぶ本支奪へのメ:ソヤ…ジ

三〉 パネルディスカァシ 3 ン… (7 0分〉

受務をfiiiJ'した茨ちづくり

ノミネタスト ・ 系議ポ 緩急争記議タラプ

ミ子;ぷ 子二竺幾;じいちゃご

大主主力:

三雲泉大学教授 荻労ヱラ号iVl¥
67 i本幾多きを受 “鉄道去り手字数 ω

ア〉 盗殺.{本塁空 (交とゾー

近代義務宣言，公護室長う祭事主務所.，燦遣要文イと祭?センタ…

8) 粂毛髪議童文化翼手センター:交え手 ~ パスで手多数

ざ第二宮!!
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言よ室電災教委ゑ3き 燃や

捧下旬ごコアス

]ひ) Jlr /待望電線見守子T

zυ 近江怒議事・沼Jfif滋三学
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前段

1. 
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鬼活動m手本簿記。登録

挙支主主接続司王室主議室緩め夜、主主

，事ぎ足立プラン(J)策定

-文芸接持守?雲E是譲渡めモニタジング

惨文総i髪室霊(j)マネジメント

鎗文芸表芸警察塁悪護霊祭を支える然発tl毒事

:祭殺匂浴室悪事雪fえ額絡がfまうちの

宅 3翼緩芝市民i議長室会議がiラう七の

'ffiが?すっちの

一挙



3 よ メ…

務主義のi議滋イメ ジ
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